
◎地域公共交通活性化協議会

■ 地域公共交通活性化協議会

　地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画の

作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会。

■ 資金フロー図

・ 負担金 ・ 国庫補助金

(車両購入費）
(運行赤字補填）

・

(車両購入費）
(運行赤字補填）

・ 事業支援

(国庫補助額と同額）

運行事業者（阪急バス株式会社）

国土交通省近畿運輸局市（一般会計歳出）
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